
別添

平成２８年２月１９日

国土交通省関東運輸局

株式会社イーエスピーに対する事業許可の取消処分について

国土交通省関東運輸局では、一般貸切旅客自動車運送事業者である株式会社イーエ

スピーに対して、事故発生当日の平成２８年１月１５日から１７日及び２９日に特別

監査を実施しました。

その結果、道路運送法等関係法令の規定に違反している事実を確認し、違反行為に

対する処分日車数に付された違反点数の累計が１０９点となり、「一般乗合旅客自動

車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい

て」（平成２５年９月２０日付け関東運輸局長公示）、記５．（１）①に定めるところ

による違反点数の累計が８１点以上となりました。

つきましては、別添のとおり平成２８年２月１９日付けで道路運送法第４０条の規

定に基づく許可の取消処分を行いましたので、お知らせ致します。

【問い合わせ先】

関東運輸局自動車運送事業安全監理室 服部、倉持、高木

電 話：０４５－２１１－７２７１

ＦＡＸ：０４５－２０１－８８０４
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　別紙のとおり

平成２８年 ２ 月１９日

関東運輸局長　 濱　　勝　俊

　この処分に不服があるときは､行政不服審査法に基づき､この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に書面で国土交通大臣に対し審査請求をする

ことができます。

　また、行政事件訴訟法に基づき、不服申し立ての手続きを経ずに、処分があったこ

とを知った日から６ヶ月以内に国を被告として処分の取消しの訴えを提起することが

できます。なお､訴訟においては国を代表する者は法務大臣になります。(処分があっ

たことを知った日から６ヶ月以内であっても、処分の日から１年を経過した場合は、

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

関　東　運　輸　局

関 自 監 旅 第 ３ ８ ０ 号

一般貸切旅客自動車運送事業の許可の取消通知書

株式会社　イーエスピー
代表取締役

　貴社経営の一般貸切旅客自動車運送事業の運営について監査を実施したところ、下

記のとおり道路運送法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。今回の行政処

分により、累積違反点数が８１点以上となったため「一般乗合旅客自動車運送事業者

及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成２５

年９月２０日付け関東運輸局長公示）記５．（１）①に定めるところによる「許可の

取消処分」に該当することから、道路運送法第４０条の規定に基づき、平成２８年２

月１９日をもって一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取り消す。

　なお、同日以降に旅客自動車運送事業を経営している事実が認められた場合には、

道路運送法第４条に違反する無許可経営として、警察機関に告発する等の措置を講ず

ることがあるので了知されたい。

　また、本処分により、道路運送法第７条の規定による欠格事由に該当する者は、取

消しの日から２年を経過するまで、同法第４条の許可を受けることができないことと

なるので併せて了知されたい。

（行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示）

記

違反事実



（ に行った監査時における

番号
違　　　反　　　事　　　実

（適　　　用　　　条　　　項）

適正な運賃収受をしていなかったこと。

（道路運送法第９条の２第１項）

認可を受けずに営業所の廃止をしていたこと。

（道路運送法第１５条第１項）

休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出を怠っていたこと。

（道路運送法施行規則第６６条第１項第６号）

届出をしないで事業計画(営業所に配置する事業用自動車の数)の変更を行っていたこと｡

（道路運送法第１５条第３項）

運送引受書について、記載が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）

運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行していなかったこと。

発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する運送を行っていたこと。

（道路運送法第２０条）

運行管理者について虚偽の届出をしていたこと。

（道路運送法第２３条第３項）

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第１０条）

別紙

違反事実の概要

平成２８年１月１５日、同年１月１６
日、同年１月１７日、同年１月２９日 に係る違反）
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17

運行記録計による記録を１年間保存していなかったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条）

18

事故の記録をしていなかったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条の２）

運行に関する状況の把握のための体制の整備が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条の２）

15

乗務記録を１年間保存していなかったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２５条）

16

運行記録計による記録を怠って運行していた事業用自動車があったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条）

12

乗務記録について、記録が不適切であったこと。

点呼の実施及び実施結果の記録が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条）

点呼の実施結果の記録の不実記載をしていたものがあったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第４項）

運転者の過労防止に関する措置が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）

運転者の健康状態の把握が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項）
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（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２５条）
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27

事業用自動車内に運転者その他乗務員の氏名を掲示していなかったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第４２条第１項）

28

整備管理者について虚偽の届出をしていたこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）
（道路運送車両法第５２条）

運行指示書について、記載が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２）

21

乗務員台帳を作成していないものがあったこと｡

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）

22

乗務員台帳について、記載が不適切であったこと。

（道路運送法法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）

乗務員台帳を３年間保存していなかったこと。

（道路運送法法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第２項）

運転者に対する国土交通大臣が告示で定める輸送の安全確保についての指導監督が不適切で
あったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

運転者に対する国土交通大臣が告示で定める特別な指導（高齢）が不適切であったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断（初任・適齢）を受けさせていなかっ
たこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

23

19

運行経路における道路及び交通の状況について事前調査を怠っていたこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条）
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31

定期点検整備記録簿に所定の記録をしていなかったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条第２号）
（道路運送車両法第４９条）

32

運行管理者に対する適切な指導監督を怠っていたこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の３）

自動車事故報告書の届出を怠っていたこと。

（道路運送法第２９条）
（自動車事故報告規則第３条第１項）

１０９点

２点

１０６８日車

①付加する違反点数 １０７点

33

29

日常点検整備を確実に実施していない事業用自動車があったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）
（道路運送車両法第４７条の２）

30

定期点検整備を確実に実施していない事業用自動車があったこと。

（道路運送法第２７条第２項）
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条第１号）
（道路運送車両法第４８条）

②累計違反点数

違反点数の累計（①＋②）

処分日車数


